
城陽山砂利採取地整備公社における建設発生土の受入れについて

1．経緯
時　 期 概　　　　　 要

平 成 元 年

3 月 3 1 日 財 団 法 人 城 陽 山 砂 利 採 取 地 整 備 公 社 を設 立 す る。

次 の事 業 に取 り組 む。

①　 土 砂 の搬 入 及 び 採 取 地 の埋 戻 し　 整 地 等 に関 す る事 業

但 し、扱 う建 設 発 生 土 は公 共 事 業 か ら発 生 す るものとす る。

②　 珊 整 地 等 の 防 災 施 設 の整 備 に関 す る事 業

③　 採 取 地 内 及 び 周 辺 地 域 にお ける道 路 の整 備 に 関 す る事 業

④　 緑 化 に関 す る事 業

⑤　 防 災 施 設 等 の管 理 に関 す る事 業

⑥　 その他 この法 人 の 目的 を達 成 す るため に必 要 な事 業

平 成 1 4 年

7 月 1 日 「城 陽 市 砂 利 採 取 及 び 土 砂 等 の 採 取 又 は 土 地 の 埋 め 立 て等 に 関 す る

条 例 」を施 行 す る。

山 砂 利 採 取 跡 地 にある急 崖 地 の 復 旧 に事 業 所 が使 用 す る民 間 建 設

発 生 土 の搬 入 に適 用 し、事 前 の 土 壌 検 査 を義 務 付 けた。

平 成 1 8 年

4 月 1 日 城 陽 山 砂 利 採 取 地 整 備 公 社 におい て民 間 建 設 発 生 土 も扱 うこととし

た 。（公 社 一 元 化 ）

公 共 と民 間 の建 設 発 生 土 が棺 検 して搬 入 され ることか ら、山 砂 利 採 取

跡 地 にお ける安 心 で 安 全 な 埋 戻 しを確 保 す るた め 、平 成 1 8 年 度 か らは

公 共 に加 え 民 間 の 建 設 発 生 土 の搬 入 につ い ても城 陽 山 砂 利 採 取 地 整

備 公 社 で 取 扱 い 、一 元 的 に管 理 す ることとした。
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2．建設発生土の搬入及び監視体制について

財団法人城陽山砂利採取地整備公社埋立処分地管理運営規程に基づき公共工事及び

民間工事から発生する建設発生土を山砂利採取跡地に受入れ、埋戻を行なっている。

建設発生土受入れフロー図

土壌検査申し込み

現地調査（試料採取）

送付伝票の販売

ステッカーの貸与

契約事業所へ運搬

送付伝票受取

事業所内の埋戻場所に土砂搬入

事業所による敷き均し

工事契約書の写し、工事場所や発生土量など

が確認できる書類を添付する。

公社の調査員が現地において土壌分析に必

要な試料を採取する。

「土壌の汚染に係る環境基準」による26項目の
土壌分析検査を検査機関に委託して行なう。

環境基準に適合したもののみ受入れの契約を
締結する。搬入期間が1年を超える場合は、中
間検査を実施する。※注1

必要台数分の送付伝票を販売し、車両の前面

に掲示するステッカーを貸与する。
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運搬車両は、ステッカーを車両前面に掲示し、

走行する。

各事業所の搬入経路の入口で公社の監視員

虜豊富諾ｋ鷲薯㌘聖攣誓
必要に応じて定期検査、抜き取り検査を行な
う。※注2

事業所の作業員により敷き均し、締固めを行な
う。

※注1中間検査とは、搬入予定期間が概ね1年を超えるものについては、再度「土壌の汚染に

係る環境基準」による26項目の土壌分析検査を検査磯関に委託して行なうもの。

※注2　定期検査とは、毎月1回埋戻を行なった土について「土壌の汚染に係る環境基準」による

26項目の土壌分析検査を検査機関に委託して行なうもの。

抜き取り検査とは、年2回運搬車両から直接試料を採取し、「土壌の汚染に係る環境基

準」による26項目の分析検査を行なうもの。
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